
                                  　        〒248-0012　鎌倉市御成町１番１２号　江ノ電鎌倉ビル４F

                             　    ホームページ： お問合わせ：9：30～14：30(休日:第二土曜日、年末年始)

　

　 　　

【 】
【 】
【 】

【 】
【 】各日５０名(定員になり次第締め切ります)

 B1 

【 】
【 】B1 コース：9時00分受付、9時10分講座開始、11時30分頃解散 

・ B２コース：10時00分受付、10時10分講座開始、12時30分頃解散

B2 【 】鎌倉生涯学習センター  きらら鎌倉（鎌倉駅東口徒歩5分）
【 】

【 】
【 】各日５０組：各回２５組(保護者１名につき引率２名まで）

　　　　 
【 】
【 】
【 】

【 】
【 】

メール( ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから)  受付確認の返信を致します。 各コース共実施日の一週間前

ハガキ・ＦＡＸ(裏面の申込書から)定員超え時のみ連絡致します。 (当日参加は受付けません）

コース名・参加日・氏名&性別&年齢・住所・ＴＥＬ等を明記。

同行者については氏名&性別&年齢をご記入願います。 いたします。状況によりコースを

マスク、飲み物、帽子､雨具、防寒具(８C)など 変更する場合があります。

◎歩きやすい服装・靴でご参加下さい。

※　ﾊｲｷﾝｸﾞｺｰｽの場合は山歩きに適した靴をお薦めします。
原則としてＡ・Ｂ・Ｃコースはガイディングレシーバー(ＧＲ)を使用。

裏面に７月募集中チラシ掲載しました。併せてお申し込み下さい。

7月&8月史跡めぐりのFAX申込は裏面申込書をご利用願います。

定 員

ー 武家政権の確立までを学び、一緒に鎌倉を歩こう ー  (鎌倉市後援)

集合場所

夏休みです！お父さん・お母さん、おじいちゃん・おばあちゃん、子供さん・お孫さんと一緒に武士の都
鎌倉成立のお話しを聞いた後、街歩きしませんか。歴史好きのお子さん大歓迎です！
実 施 日

コ ー ス

費 用 参加費７００円（ＧＲを使用します）、拝観料５００円、交通費１,３６０円

費 用 参加費５００円(保護者のみ、小中学生は無料)（ＧＲを使用しません)

８月７日(月)／２２日(火)　　　　　※ 詳細は、HP・ﾁﾗｼをご覧下さい。
集合場所 箱根登山鉄道 箱根湯本駅改札出口　　（受付9時00分～最終出発9時30分）

コ ー ス

ー 元箱根石仏・石塔群と箱根神社にて曽我兄弟を偲ぶ ー

難攻不落の名城・玉縄城と戦国時代の雄・玉縄北条氏に思いを馳せます。
講座の後は、玉縄城址の諏訪壇特別見学をお楽しみください。
実 施 日 ８月２１日(月)／２５日(金)
集合場所 JR大船駅南改札・ルミネ前 　（受付9時00分～最終出発9時15分）

― 講座と「諏訪壇」特別見学 ―　　(鎌倉市後援)

費 用 参加費７００円（ＧＲを使用します)、交通費２００円

夏休み親子特別講座    

定 員

　　　8月 古都鎌倉史跡めぐり
　　                 NPO法人鎌倉ガイド協会 

 電話：0467-24-6548　FAX：0467-24-6523　E-mail：kgk@blue.ocn.ne.jp

　　　　　　　　玉縄北条氏と玉縄城址を探る

Ａ
コ
ー
ス

コ ー ス 大船駅南改札～玉縄学習センター分室第３集会室(講座)～大船駅西口バス停＝[神奈中
バス]＝打越バス停または清泉女学院バス停～清泉女学院内(玉縄城碑、諏訪壇、本丸
跡、堀切跡、土塁跡、大手門)～太鼓櫓～七曲殿屋敷跡～公会堂前バス停
(解散 12時30分頃）   [徒歩距離：約2㎞、高低差ややあり]

コ
ー
ス

コ
ー
ス

８月５日(土)／１９日(土)　 　※各日、同一の内容で２回実施します。

箱根湯本駅＝[バス]＝曽我兄弟の墓バス停～曽我兄弟の墓〜元箱根石仏・石塔群(六道
地蔵・二十五菩薩等)～「石仏群と歴史館｣～六道地蔵バス停＝[バス]＝元箱根港バス停
～箱根神社・曽我神社・宝物殿(曽我兄弟830年祭特別公開中)～元箱根港バス停
（解散 12時30分頃）　[徒歩距離：約2㎞、高低差ややあり]

荒天(強風・豪雨等)以外は実施

各日６０名(定員になり次第締め切ります)

受付時間・解散時間

きらら鎌倉【講座：源氏三代の鎌倉と北条氏による武家政権の確立】～段葛～宇都宮辻子
幕府跡～琴弾橋～妙本寺(一次解散)～きらら鎌倉
[徒歩距離：約1.5㎞、高低差なし]

定 員

C
コ
ー
ス

　　　　曽我物語ゆかりの東海道を行く　第3弾

実 施 日

2023

半日コース

半日コース

申込方法

持物・他

雨天など

申込締切

半日コース

ガイド中の事故につきましては、参

加者の方に傷害保険をかけており

ますが、限度以上の責任は負いか

ねますのでご注意下さい。

その他

鎌倉ガイド協会 検索


